
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
泉
二
丁
目
二
六
番
一
号

株
式
会
社
グ
リ
ー
ン
プ
ロ
ダ
ク
ト

代
表
清
算
人

加
藤

貴
之

解
散
公
告

当
社
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
令
和
八
年
五
月
三

十
一
日
を
も
っ
て
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債

権
を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

名
古
屋
市
北
区
神
明
町
三
五
番
地

有
限
会
社
ア
イ
ア
ン
ド
ワ
イ

清
算
人

山
口

逸
郎

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

名
古
屋
市
千
種
区
千
種
二
丁
目
二
二
番
八
号

Ｓ
ｙ
ｎ
ｃ
Ｍ
Ｏ
Ｆ
株
式
会
社

代
表
清
算
人

眞
下

寛
之

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す

る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申

し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

三
重
県
津
市
本
町
三
四
番
六
号

株
式
会
社
Ｐ
・
Ｏ
・
Ｄ

代
表
清
算
人

小
林

千
三

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
六
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

三
重
県
松
阪
市
大
黒
田
町
二
二
一
番
地
一

株
式
会
社
フ
ァ
ー
ス
ト
ツ
ー
ル

代
表
清
算
人

小
津

英
明

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き

は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

三
重
県
鈴
鹿
市
神
戸
一
丁
目
三
番
一
二
号

合
同
会
社
タ
ッ
プ
・
ホ
ア
・
コ
・
バ

清
算
人

グ
ェ
ン
・
テ
ィ
・
レ
・
フ
ェ
ン

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

京
都
市
北
区
大
宮
東
小
野
堀
町
二
五

二

二
階

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
ベ
ア
グ
ロ
ー
ス

代
表
清
算
人

井
原

正
樹

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
二
丁
目
五
番
一

九
号

株
式
会
社
サ
ン
ミ
経
営

代
表
清
算
人

佐
々
木

宏

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
東
成
区
東
小
橋
一
丁
目
一
七

三
一
グ
ラ

ン
ド
ハ
イ
ツ
東
小
橋
三
〇
三
号
室

秋
之
念
商
貿
株
式
会
社

代
表
清
算
人

陳

偉
紅

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
西
淀
川
区
柏
里
二
丁
目
七

二
六
ラ
・

ピ
ー
ス
塚
本
七
〇
六
号
室

マ
カ
ン
商
事
株
式
会
社

代
表
清
算
人

胡

茂
文

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
東
住
吉
区
中
野
四
丁
目
一
番
一
六
号
サ
ラ

オ
リ
エ
ン
テ
中
野
八
〇
一
Ｂ

微
行
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
根

武
広

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
都
島
区
中
野
町
四
丁
目
三
番
六
号
Ｈ
２
Ｈ

大
阪
桜
之
宮
邸
五
Ｅ

三

紫
凰
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
根

武
広

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
東
住
吉
区
中
野
四
丁
目
一
番
一
六
号
サ
ラ

オ
リ
エ
ン
テ
中
野
四
一
二
Ａ

晧
瑋
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
根

武
広

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
三
十
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
東
成
区
大
今
里
三
丁
目
一
五
番
六
号
Ｉ
ｍ

ａ
ｚ
ａ
ｔ
ｏ
Ｔ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
五
〇
一
Ｃ

中
金
集
団
株
式
会
社

代
表
清
算
人

山
根

武
広

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
天
王
寺
区
空
清
町
四

一
一
杉
野
ビ
ル
本

館
一
〇
九
号
室

卓
越
株
式
会
社

代
表
清
算
人

韓

言
正

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
市
天
王
寺
区
空
清
町
四

一
一

杉
野
ビ
ル

五
〇
一

繽
函
株
式
会
社

代
表
清
算
人

高

陳

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

大
阪
府
高
槻
市
安
岡
寺
町
一
丁
目
二
五
番
八
号

株
式
会
社
レ
ガ
エ
ル
フ

代
表
清
算
人

竹
中

重
夫


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